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令和７年５月１６日  

 

 一般社団法人愛知県産業資源循環協会会長殿 
 

                       愛 知 県 環 境 局 長            

                                        

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令

による電子マニフェストシステムの改修及び公開について（通知）  

 

 このことについて、令和７年５月 14日付けで、環境省環境再生・資源循環局

廃棄物規制課から事務連絡がありました。 

令和７年４月 22日付けの廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部

改正により、令和９年４月１日から電子マニフェストの入力項目が追加されま

すので貴協会会員への周知について御配慮くださるようお願いいたします。 

 

 

 

担 当 資源循環推進課 

産業廃棄物適正処理推進室 

監視グループ 

電 話 052-954-6238（ﾀﾞｲﾔﾙｲﾝ） 

F A X 052-953-7776 

 

 

 

 


